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平成平成平成平成 22226666 年第年第年第年第 6666 回野洲市議会回野洲市議会回野洲市議会回野洲市議会定例定例定例定例会会会会提出提出提出提出案案案案件件件件のののの概要概要概要概要    

 

１１１１    専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認    １１１１件件件件    

□議第82号 専決処分につき承認を求めることについて(平成26年度野洲市一般会計

補正予算(第 3 号) ) 

①予算額 

・補正前予算額    19,467,287 千円 

・補正額         22,774 千円 

・補正後予算額    19,490,061 千円 

②補正の概要 

・第 47 回衆議院議員総選挙及び第 23 回最高裁判所裁判官国民審査の執行に係る

経費を計上。 

    

２２２２    補正予算補正予算補正予算補正予算    ７７７７件件件件    

□議第 83 号 平成 26 年度野洲市一般会計補正予算(第 4 号) 

①予算額 

・補正前予算額    19,490,061 千円 

・補正額         131,940 千円 

・補正後予算額    19,622,001 千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・マイナンバー制度開始に対応する社会保障・税番号制度システム整備費補助金

を計上。（総務省分：981 千円、厚生労働省分：8,919 千円） 

・社会資本整備総合交付金の追加交付分を計上。（都市計画費分：1,215 千円） 

・人事院勧告及び人事異動による人件費の精査、施設の修繕等に対応するための

財源として、財政調整基金繰入金を計上。（110,000 千円） 

・野洲駅周辺都市基盤整備事業費の追加計上による合併特例債を計上。（14,500

千円） 

【歳出】 

・地方公務員法の一部改正に伴う新たな人事評価制度構築のための研修委託料を

計上。（690 千円） 

・社会保障・税番号（マイナンバー）制度の開始に向けた基幹系システムの改修

費用を計上。（総務費：10,874 千円、民生費：3,258 千円） 

・米価の大幅な下落を受け水稲生産担い手農業者の支援を行うため、米価下落影

響緩和緊急対策補助金を臨時措置。（7,500 千円） 

・野洲駅北口広場歩道橋等の修正設計業務委託料を計上。（9,205 千円） 

・人事院勧告及び人事異動による人件費の精査による増額。（18,222 千円） 
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□議第 84 号 平成 26 年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 2 号) 

①予算額 

・補正前予算額     4,925,555 千円 

・補正額         135,113 千円 

・補正後予算額     5,060,668 千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・一般被保険者の医療費等の保険給付費の増額に伴う療養給付費負担金（29,000

千円）及び普通調整交付金（65,330 千円）の増額。 

・糖尿病重症化予防指導事業の増額に伴う特別調整交付金の増額。（国：6,000 千

円、県：5,715 千円） 

・人事院勧告及び人事異動による職員給与費等繰入金の減額。（△365 千円） 

【歳出】 

・一般被保険者の医療費、柔道整復師等の受療費及び高額療養費が、当初見込み

を上回って推移していることに伴う保険給付費の増額。（122,038 千円） 

・糖尿病重症化予防指導事業の利用者数の増加に伴う委託料の増額。（10,692 千円） 

・人間ドック等健診費用助成金の申請件数が、当初見込みを上回って推移してい

ることに伴う増額。（1,696 千円） 

 

□議第 85 号 平成 26 年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2 号) 

①予算額 

・補正前予算額      468,015 千円 

・補正額          △811 千円 

・補正後予算額      467,204 千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・人事院勧告及び人事異動による職員給与費等繰入金の減額。（△811 千円） 

【歳出】 

・人事院勧告及び人事異動による人件費の精査。（△811 千円） 

 

□議第 86 号 平成 26 年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算(第 3 号) 

①予算額 

・補正前予算額      3,509,261 千円 

・補正額            4,136 千円 

・補正後予算額      3,513,397 千円 

  ②補正の概要 
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【歳入】 

・制度改正に伴う介護保険システム改修費に対する介護保険事業費補助金（1,510

千円）及び事務費繰入金（6,266 千円）の増額。 

・人事院勧告及び人事異動による職員給与費等繰入金の減額。（△3,640 千円） 

【歳出】 

・制度改正に伴う介護保険システム改修委託料を計上。（7,776 千円） 

 

□議第 87 号 平成 26 年度野洲市下水道事業特別会計補正予算(第 1 号) 

①予算額 

・補正前予算額      1,972,191 千円 

・補正額           8,363 千円 

・補正後予算額      1,980,554 千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・人事院勧告及び人事異動による職員給与費等繰入金の増額。（5,774 千円） 

【歳出】 

・下水道施設の突発的な修繕により、修繕料が当初予算額を上回って推移してい

ることに伴う増額。（2,589 千円） 

 

□議第 88 号 平成 26 年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算(第 1 号) 

①予算額 

・補正前予算額      1,773,287 千円 

・補正額         △3,516 千円 

・補正後予算額      1,769,771 千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・利率減に伴う借換債の減額。（△3,516 千円） 

【歳出】 

・借換債利子確定に伴う不用額の減額。（△3,516 千円） 

 

□議第 89 号 平成 26 年度野洲市水道事業会計補正予算(第 2 号) 

①予算額 

 収益的支出 

・補正前予算額         858,587 千円 

・補正額              3,539 千円 

・補正後予算額         862,126 千円 

 資本的支出 

・補正前予算額         247,584 千円 

・補正額             △6,323 千円 
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・補正後予算額         241,261 千円 

  ②補正の概要 

・水源地施設修繕 

・人事院勧告及び人事異動による人件費の精査 

 

３３３３    条例条例条例条例のののの制定制定制定制定・・・・改廃改廃改廃改廃    ８８８８件件件件    

□議第 90 号 野洲市債権管理条例 

市が保有する債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、債権管理の適正

化を通じて健全な財政運営及び市民生活の安心の確保に資することを目的に制定を

行う。 

施行日 平成 27 年 4 月 1 日 

 

□議第 91 号 野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例 

風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定める。 

施行日 平成 27 年 4 月 1 日 

 

□議第 92 号 野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部を改正する条例 

人事院勧告に基づき、議会議員、市長等、教育長の期末手当の引上げを行うもの

など、所要の改正を行う。 

①改正条例 

(1)野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例（第 1 条、第 2 条） 

(2)野洲市長等の給与及び旅費に関する条例（第 3 条、第 4 条） 

(3)野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

（第 5 条、第 6 条） 

②概要 

 ・第 1 条、第 3 条、第 5 条（期末手当の引上げ） 

 「100 分の 155」→「100 分の 170」 

 ・第 2 条、第 4 条、第 6 条（期別ごとの支給月数の調整） 

 「100 分の 140」→「100 分の 147.5」 

  「100 分の 170」→「100 分の 162.5」 

③施行日 公布の日（第 2 条、第 4 条、第 6 条は、平成 27 年 4 月 1 日） 

 

□議第 93 号 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

官民給与の格差を是正する人事院勧告に基づき、職員の給料表の改定を行うもの

など、所要の改正を行う。 

①概要 

 (1)第 1 条 

 ・給料表の改定（若年層を中心に給料月額を平均 0.3％引上げ） 

 ・通勤手当の引上げ 

 ・期末勤勉手当の引上げ（0.15 月） 

 (2)第 2 条 
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 ・期別ごとの支給月数の調整 

②施行日 公布の日（第 2 条は、平成 27 年 4 月 1 日） 

 

□議第 94 号 野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を

改正する条例 

長期継続契約を締結できる業務を追加するため、所要の改正を行う。 

①概要 

・水道料金及び下水道使用料の収納並びにそれに付随する業務（上下水道お客様

センター） 

・プールの管理及び運営（総合体育館、中主Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

②施行日 平成 27 年 4 月 1 日 

 

□議第 95 号 野洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

国民健康保険の被保険者の出産に際して給付される出産育児一時金の本体部分

を引き上げる改正を行う。 

施行日 平成 27 年 1 月 1 日 

 

□議第 96 号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

開発行為に伴い市に帰属することとなった公園を追加するため、所要の改正を行

う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 97 号 野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進

法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公

布に伴い、野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する。 

施行日 公布の日（平成 26 年 12 月 1 日適用） 

 

 

４４４４    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定    １７１７１７１７件件件件    

□議第 98 号-108 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

市内各老人憩の家の指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第

244 条の 2 第 6 項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称及び指定管理者 

 比江老人憩の家    比江自治会 

 木部老人憩の家    木部自治会 

 井口老人憩の家    井口自治会 

 吉川老人憩の家    吉川自治会 

 西河原老人憩の家   西河原自治会 

 野田老人憩の家    野田自治会 

 安治老人憩の家    安治自治会 
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 比留田老人憩の家   比留田自治会 

 六条老人憩の家    六条自治会 

 八夫老人憩の家    八夫自治会 

 北比江老人憩の家   北比江自治会 

②指定期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

□議第 109 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江農機具保

管庫ほか） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

北比江農機具保管庫／北比江共同作業所 

②指定管理者 

 北比江自治会 

③指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 

 

□議第 110 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市三上集楽

センター） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

野洲市三上集楽センター 

②指定管理者 

 三上自治会 

③指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

□議第 111 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市大型共同

作業所） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

野洲市大型共同作業所 

②指定管理者 

 野洲市（同和）産業振興会 

③指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 

 

□議第 112 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（菖蒲漁港ほか） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の
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規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

菖蒲漁港／吉川港／吉川舟溜り 

②指定管理者 

 中主漁業協同組合 

③指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

□議第 113 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市シルバー

ワークプラザ中主ほか） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

野洲市シルバーワークプラザ中主／野洲市シルバーワークプラザやす 

②指定管理者 

 公益社団法人野洲市シルバー人材センター 

③指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

□議第 114 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市野洲川河

川公園） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

野洲市野洲川河川公園 

②指定管理者 

 特定非営利活動法人ＹＡＳＵほほえみクラブ 

③指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

５５５５    そのそのそのその他他他他    ３３３３件件件件 

□議第 115 号 財産の譲与について 

北櫻字山田 891 番 8、12.00 ㎡の財産を譲与することにつき、地方自治法第 96 条

第 1 項第 6 号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

譲与する相手方 滋賀県大津市におの浜四丁目 1 番 51 号 

関西電力株式会社滋賀支店 

 

□議第 116 号 字の区域及び名称の変更について 

大津湖南都市計画市三宅東部土地区画整理事業の施行に伴い、次のとおり字の区域

及び名称を変更することにつき、地方自治法第 260 条第 1 項の規定に基づき、議会の

議決を求める。 
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□議第 117 号 市道路線の認定及び廃止について 

    次の市道路線を認定及び廃止することについて、道路法第 8 条第 2 項及び第 10

条第 3 項の規定に基づき議会の議決を求める。 

     ・認定路線･･･冨波野田 4 号線、冨波野田 5 号線、冨波野田 6 号線、冨波三堂線、

大上郷線 

   ・廃止路線･･･冨波野田 4 号線 

 

町 字 地番 町 字

東屋敷 1936番の一部

堂ノ後 854番の一部、855番の一部

東屋敷 1934番１、1934番２、1935番、1935番１、1935番２、1936番
の一部、1936番１

弐番屋敷 1954番１の一部、1954番２の一部、1955番の一部、1967番
の一部、1974番１の一部、1974番２の一部

堂ノ後 852番１の一部、852番３の一部 重三郎

弐番屋敷

堂ノ後

上記の他、変更前の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部は、変更後の区域に編入する。

変更前 変更後

市三宅 市三宅


